
練馬区では、震度6弱以上の大きな地震が起こったとき、
多数発生する負傷者を、ケガの程度に応じて、医療機関と医療救護所
で分担して処置を行います。
ケガをしても歩ける場合は軽症と判断されますので、医療救護所や近隣
の開設している診療所へ行き処置を受けてください。歩くことができない場
合は、対応可能な医療機関へ搬送します。

２

３

１

医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、看護師が対応いたします

主に軽症者の処置や投薬を行います

＜医療救護所の特徴＞

医療救護所は、区指定の10か所の小・中学校です

大地震が発生した場合

い り ょ う き ゅ う ご し ょ

医療救護所が、
10か所開設されます

資料４（案）

57



○制度の名称 ○活動内容
医療救護所医療従事スタッフ登録制度 ・震度６弱以上の地震の際に参集

○その他 ・医療救護所で行うトリアージや軽症者の手当等
・登録いただくとカードを発行します。医療救護所に持参することで速やかに活動することができます。
・詳細は、 練馬区 看護師 医療救護所 とインターネットで検索し、ご確認ください。

区内および近隣在住・在勤の看護師・准看護師のみなさま

ねりまサポートナース
への登録にご協力ください。

練馬区では、災害時に医療救護所で従事いただける看護師・准看護師を募集しています。
医師等とともに傷病者の手当等にご協力ください。

大泉西中学校

大泉南小学校

石神井西中学校

石神井東中学校

谷原中学校

光が丘第四中学校

練馬東中学校

貫井中学校

開進第三中学校

旭丘中学校

問合せ先： 練馬区地域医療課管理係 電話：03-5984-4673 ＦＡＸ：03-5984-1211
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練馬区医療救護所配置図

No 医療機関名 区分 No 医療機関名 区分

1 順天堂練馬病院 重症 12 島村記念病院 軽症

2 練馬光が丘病院 重症 13 保谷病院 軽症

3 練馬総合病院 中等症 14 東大泉病院 軽症

4 浩生会スズキ病院 中等症 15 関町病院 軽症

5 大泉生協病院 中等症 16 東京聖徳病院 軽症

6 川満外科 中等症 17 慈雲堂病院 軽症

7 田中脳神経外科病院 中等症 18 陽和病院 軽症

8 辻内科循環器科歯科クリニック 中等症 19 豊島園大腸肛門科 軽症

9 久保田産婦人科病院 産科 20 阿部クリニック 軽症

10 東海病院 透析 21 練馬駅リハビリテーション病院 軽症

11 大泉病院 精神 22 ねりま健育会病院 軽症

災害時医療機関

No 学校名 住所
1 旭丘中学校 旭丘2-40-1
2 開進第三中学校 桜台3-28-1
3 貫井中学校 貫井2-14-13
4 練馬東中学校 春日町2-14-22
5 光が丘第四中学校 光が丘2-5-1
6 石神井東中学校 高野台1-8-34
7 谷原中学校 谷原4-10-5
8 大泉南小学校 東大泉6-28-1
9 大泉西中学校 西大泉3-19-27
10 石神井西中学校 関町南3-10-3

医療救護所
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